
 

屋内体育施設の使用の条件 

・施設予約をする際には、使用する人の名簿を提出すること 

・休業要請緩和のステップを厳守すること(施設ごとステップ段階を貼付) 

・体調がよくない場合(発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)は、使用し

ないこと 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合は、使用しないこと 

・マスクを持参すること(着替え等のスポーツを行っていない際や会話をす

る際にはマスクを着用すること) 

・施設を入退出時には、アルコールで手指の消毒をすること 

・こまめな手洗い・うがいをすること 

・密閉・密集・密接を避けて行動すること 

・使用した道具は、消毒薬で消毒すること 
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